別紙１　12月１日以後に給与等の支給がない人の年末調整のやり方

＜はじめに＞
2025年12月1日以後に給与等の支給なしの従業員がいる場合、改正前の法令に基づき年調計算を行います。ET年末調整申告では次の手順で運用回避策を行ってください。

＜手順＞
１．対象者を確認する
　・2025年1月～11月の間に給与支給があって、12月1日以後に給与支給がない
従業員を探します。
２．ET年末調整申告で申告書を登録する
　・12月に給与支給がない従業員は、令和7年度税制改正の計算方法で申告書を登録します。（令和7年度税制改正前の控除額で申告書登録はできません。）
３．MJS給与システムおよび他社給与システムにデータを連携する
　＜MJS給与システム＞
　・「年調からMJS給与への連携」機能で、申告書のデータをMJS給与システムに送ります。
　＜他社給与システム＞
　・「連携データ出力」機能で、申告書のデータを他社給与システムに送ります。
４．従業員に確認する
　・管理者から従業員に次の確認をします。
	〇2025年12月の給与支給がない場合、Edge Tracker年末調整申告では令和7年度税制改正前の控除額で計算できないこと。
〇配偶者の所得金額は令和7年度税制改正後の控除額で計算されている可能性があるため、現状の令和7年度制改正後の控除額でよいか、もしくは改正前の控除額で計算する必要か確認をする。


５．改正前の控除額で計算する必要がある場合
　＜MJS給与システム＞
　・MJS給与システムで『年調データ入力』画面の配偶者の所得金額を修正して再計算します。
　＜他社給与システム＞
　・他社給与システムで控除額を計算する。
　　※計算方法についてはご利用されている他社給与システムにお問い合わせください。

以上
